
１．事業報告
・新株予約権等の状況
・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

２．連結計算書類
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

３．計算書類
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

４．監査報告
・連結計算書類に係る会計監査報告
・計算書類に係る会計監査報告
・監査役会の監査報告

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略し
ております。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子
提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第21回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

第21期
（2024年１月１日から2024年12月31日まで）

ｒａｋｕｍｏ株式会社



第 ４ 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2017年10月18日
新 株 予 約 権 の 数 140個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 14,000株
(新株予約権１個につき 100株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 18,000円
(１株当たり 180円)　

権 利 行 使 期 間 2019年10月19日から2027年10月18日まで
行 使 の 条 件 （注）２

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（社 外 取 締 役 を 除 く）

新株予約権の数 140個
目的となる株式数 14,000株 （注）３
保有者数 １名　

事業報告（2024年１月１日から2024年12月31日まで）

新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況

（注）１. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与しておりません。
２. 新株予約権の行使条件

⑴ 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、原則として権利行使時におい
ても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることとする。

⑵ 本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、上場日を基準として、以下の割合
を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。

①　上場日から１年以内　　　　  40％
②　上場日から２年以内　　　　  70％
③　上場日から２年後の日以降　100％

⑶ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権
割当契約書」に定めるところによる。

３. 取締役１名が保有している新株予約権は、従業員として在籍中に付与されたものであります。
４. 2020年６月１日付で行った１株を100株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の

種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「役員の保有状況」における
「目的となる株式数」は調整されております。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

－ 1 －



新 株 予 約 権 の 総 数 8,928個　
新 株 予 約 権 の 目 的 で あ る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 892,800株
(新株予約権１個につき 100株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり775円
新 株 予 約 権 の 払 込 期 日 2023年５月29日
新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 １株につき 926円　
新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2023年５月30日から2028年５月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合
に お け る 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 （注）

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。ただ
し、割当先は、行使価額に1.2を乗じて得た金額（１円
未満は切り捨てる）を下回る場合には、本新株予約権を
行使しない。

割 当 先 AASC P1, L.P.

そ の 他

当社は、割当先との間で2023年５月12日付で本新株予
約権の行使について以下のとおり合意しております。な
お、本新株予約権を割当先に割り当てた日は2023年５
月29日であります。
⑴　割当先は、2023年５月30日から2025年５月29日
までの期間は、本新株予約権を行使しません。
⑵　割当先は、本新株予約権に係る行使請求をしようと
する日において当該日の前取引日における当社普通株式
の普通取引の終値（当該日の前取引日に終値がない場合
には、当該日に先立つ直近の取引日における終値）が、
本新株予約権の当該行使請求をしようとする日において
有効な行使価額に1.2を乗じて得た金額（１円未満は切
り捨てる）を下回る場合には、本新株予約権を行使しま
せん。ただし、割当先が本新株予約権に係る行使請求を
しようとする場合において、①当該行使により取得する
こととなる当社の普通株式の数と当該行使の時点までに
割当先が取得した当社の普通株式の数の累計数が、②当
該行使の時点までに割当先が売却した当社の普通株式の
数の累計数を超えない範囲（なお、①の累計数が②の累
計数を超過する場合であって、当該超過する数が、当該
行使請求をしようとする日において有効な本新株予約権
の１個当たりの目的となる当社の普通株式の数を下回る
場合を含むものとします。）においては、割当先は、当
該行使を行うことができます。

③　その他新株予約権等の状況
イ．2023年５月12日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

第８回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）
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そ の 他

⑶　上記(1)及び(2)にかかわらず、①当社の2023年12
月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損
益又は経常損益が２期連続で損失となった場合、②当社
の2023年12月期以降の各事業年度末日における連結の
通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前
の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載
される純資産合計の額の75％を下回った場合、③本引
受契約に定める前提条件が払込期日において満たされて
いなかったことが判明した場合、④当社が本引受契約上
の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑤
当社が割当先の本新株予約権を行使することに合意した
場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行
使できます。上記①乃至⑤のいずれかの要件を充足し、
本新株予約権が行使可能となった場合には、プレスリリ
ースにて開示いたします。

（注）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
⑴ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。

⑵ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記⑴記載の資本
金等増加限度額から上記⑴に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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社 債 に 付 さ れ た 新 株 予 約 権 の 総 数 40個　
新 株 予 約 権 の 目 的 で あ る
株 式 の 種 類 と 数 普通株式 539,900株 （注）１　

新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額

１　出資される財産の内容及び価額（算定方法）
(1) 本転換社債型新株予約権１個の行使に際し、当該本
転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資する。
(2) 本転換社債型新株予約権１個の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、各本社債の金額12,500,000円とす
る。
２　転換価額
各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普
通株式の数を算定するに当たり用いられる転換価額は、
926円とする。

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2023年５月30日から2028年５月25日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件
各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものと
する。ただし、割当先は、転換価額に1.2を乗じて得た
金額（１円未満は切り捨てる）を下回る場合には、本転
換社債型新株予約権を行使しない。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 （注）２

新 株 予 約 権 付 社 債 の 割 当 先 AASC P1, L.P.

そ の 他

当社は、割当先との間で2023年５月12日付で本転換社
債型新株予約権の行使について以下のとおり合意してお
ります。なお、本転換社債型新株予約権を割当先に割り
当てた日は2023年５月29日であります。
⑴　割当先は、2023年５月30日から2025年５月29日
までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しませ
ん。
⑵　割当先は、本転換社債型新株予約権に係る行使請求
をしようとする日において当該日の前取引日における当
社普通株式の普通取引の終値（当該日の前取引日に終値
がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における
終値）が、本転換社債型新株予約権の当該行使請求をし
ようとする日において有効な転換価額に1.2を乗じて得
た金額（１円未満は切り捨てる）を下回る場合には、本
転換社債型新株予約権を行使しません。

ロ．2023年５月12日開催の取締役会決議に基づき発行した第１回無担保転換社債型新株予約
権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予
約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。）に付された新株予約権
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そ の 他

ただし、割当先が本転換社債型新株予約権に係る行使請
求をしようとする場合において、①当該転換により取得
することとなる当社の普通株式の数と当該転換の時点ま
でに割当先が取得した当社の普通株式の数の累計数が、
②当該転換の時点までに割当先が売却した当社の普通株
式の数の累計数を超えない範囲（なお、①の累計数が②
の累計数を超過する場合であって、当該超過する数が、
当該行使請求をしようとする日において有効な本転換社
債型新株予約権の１個当たりの目的となる当社の普通株
式の数を下回る場合を含むものとします。）において
は、割当先は、当該転換を行うことができます。
⑶　上記(1)及び(2)にかかわらず、①当社の2023年12
月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損
益又は経常損益が２期連続で損失となった場合、②当社
の2023年12月期以降の各事業年度末日における連結の
通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前
の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載
される純資産合計の額の75％を下回った場合、③本引
受契約に定める前提条件が払込期日において満たされて
いなかったことが判明した場合、④当社が本引受契約上
の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑤
当社が割当先の本転換社債型新株予約権を行使すること
に合意した場合には、割当先は、その後いつでも本転換
社債型新株予約権を行使できます。上記①乃至⑤のいず
れかの要件を充足し、本新株予約権が行使可能となった
場合には、プレスリリースにて開示いたします。

（注）１. 新株予約権の目的となる株式の数
本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株
式を処分する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の
総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。ただし、１株未満の端数が生
じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する（当社が単元株制度を採用している場合に
おいて、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単
元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１単元未満の株式はこれを切り
捨てる。）。なお、かかる現金精算において生じた１円未満の端数はこれを切り捨てる。

２. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
⑴ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格本転換社債型新株予約権の行使

により発行する当社普通株式１株の発行価格は、「新株予約権の行使時の払込金額」に記載の転換
価額（転換価額が調整された場合は調整後の転換価額）とする。

⑵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社

計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス原則」を制定し、全社に周
知・徹底する。

(2) コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設
置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。

(3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上
を図る。

(4) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(5) 当社グループの健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不
当な要求には断固としてこれを拒絶する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保
存及び管理を行う。

(2) 取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク・コンプライアンス規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスク
に対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・
軽減体制の強化を図る。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行
機能を分離する。
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(2) 取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、
責任の明確化を図る。

(3) 取締役会を毎月１回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するために、当社が定める関係会社管
理規程に基づき、当社に事前の承認・報告する事項を定め、管理を行う。
(2) 取締役会は、当社グループの予算及び中期経営計画を決議し、経営管理部門はその推進状
況を毎月取締役会に報告する。
(3) 内部監査担当者は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長
に報告する。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
　監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監
査業務の補助に当たらせる。

⑦　上記⑥の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の
実効性の確保に関する事項

(1) 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けな
いものとする。
(2) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。

⑧　監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執
行状況の報告を求めることができる。
(2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実
を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、
速やかに報告する。
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⑨　上記⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　当社は内部通報管理規程を含め、監査役に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを
理由として、解雇その他不利な取り扱いを行うことを禁止し、これを取締役及び使用人に周知
徹底する。

⑩　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　会社は、監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合に
は、当該請求に係る費用又は債務等が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除
き、速やかにこれに応じる。

⑪　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、
その他専門家の意見を聴取することができる。

⑫　反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　当社グループは、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係
を遮断することを基本方針としている。
(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
ⅰ　社内規程類の整備状況
　当社は、反社会的勢力の対応に関する規程類として、反社会的勢力対策規程及び反社会
的勢力調査マニュアルを定めている。
ⅱ　社内体制
　当社は、反社会的勢力への対応部署を経営管理部門としている。また、各取引先との契
約においては、反社会的勢力排除条項を設ける等、その徹底を図っている。
ⅲ　外部の専門機関との連携状況
　警視庁をはじめとする各都道府県警察本部及び所轄警察署、全国暴力追放運動推進セン
ター、弁護士等と連携し、調査を進める体制を築いている。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに効率的に行われることを確保する
ための体制
　当社の取締役会は、原則として、月に１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催
しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決
定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
②　リスク・コンプライアンス管理体制
　内部監査担当において、内部監査計画を定め、監査の結果報告を代表取締役、取締役会、監
査役に行いました。また、リスク・コンプライアンス委員会を設置のうえ、年に２回開催し、
具体的な検討事項を各部門にて対応しております。加えて、役員及び使用人に対し、インサイ
ダー取引防止研修を実施し、法令遵守意識の定着に努めております。

③　企業グループにおける業務の適正性の確保
　関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の適正性を管理できる体制としておりま
す。子会社の経営会議への出席や、業績及び経営課題に関する適時の報告・相談等を通じて、
子会社の経営状況を把握し、適宜指導を行う体制を構築しております。当社の取締役会におい
ては、子会社の業務執行状況について報告・討議等を行い、適宜適切な対応を実施しておりま
す。また、子会社に対して当社の内部監査担当者及び当社の常勤監査役が直接監査を実施する
ことができる体制を構築しております。
④　監査役の監査体制
　当社の監査役会は、原則として月に１回開催し、監査に関する重要事項の報告・協議及び決
議並びに監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。監査役は、取締役会、経
営会議、その他重要会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。また、定期的に代
表取締役との間で意見交換を行っているほか、会計監査人及び内部監査担当との間で、監査に
おける状況及び課題について定期的に意見交換を行っております。
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(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計

当連結会計年度期首残高 392,469 353,319 591,243 △169 1,336,863

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 4,414 4,414 8,829

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 253,026 253,026

自 己 株 式 の 取 得 △8 △8

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 4,414 4,414 253,026 △8 261,847

当連結会計年度末残高 396,884 357,734 844,269 △178 1,598,710

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権 純 資 産
合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 54 21,352 21,407 6,919 1,365,189

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 8,829

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 253,026

自 己 株 式 の 取 得 △8

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) 247 7,213 7,460 － 7,460

当連結会計年度変動額合計 247 7,213 7,460 － 269,307

当連結会計年度末残高 302 28,565 28,867 6,919 1,634,497

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数 ３社
・主要な連結子会社の名称 RAKUMO COMPANY LIMITED（ベトナム）

株式会社gamba
株式会社アイヴィジョン

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社アイヴィジョンの決算日は６月30日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しておりま
す。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
　市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により
有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最
近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

ロ．棚卸資産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備については、定額法を採用しております。
また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備　２～15年
工具、器具及び備品　１～10年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
顧客関連資産　13年
ソフトウエア（自社利用）　１～５年

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上す
ることとしております。
なお、当連結会計年度においては金額的に重要性がないため、貸倒引当金を計上してお
りません。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額
を計上しております。

④　収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の
内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。

イ．SaaSサービス
SaaSサービスでは、当社グループ及び他社のライセンスサービスを提供しております。一定の期
間にわたり充足される履行義務であり、顧客がサービス提供期間にわたって便益を享受するため、
当該期間にわたって履行義務が充足されたと判断し、期間に応じて一定額の収益を認識しておりま
す。
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ロ．ソリューションサービス及びITオフショア開発サービス
ソリューションサービス及びITオフショア開発サービスは、主にライセンスサービスに関する導入
支援等を中心とした「ソリューションサービス」と、ベトナムを拠点に受託開発及びラボ型のシス
テム開発等を行っている「ITオフショア開発サービス」から構成されており、これらサービスの提
供を履行義務として識別しております。当社グループでは、当該サービスの作業開始日から顧客が
検収を完了するまでの期間がごく短期の契約がほとんどであることから、検収完了日の一時点で履
行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。ただし、当該期間がごく短期ではない契
約については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整
勘定に含めて計上しております。

⑥　のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、８～11年間の均等償却を行っております。

⑦　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
　繰延資産の処理方法

イ．社債発行費　　　　　　　　社債償還までの期間である５年間にわたり均等償却しております。
ロ．新株予約権発行費　　　　　３年間にわたり均等償却しております。
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ソフトウエア 62,287千円
ソフトウエア仮勘定 36,496千円

のれん 253,530千円
顧客関連資産 185,070千円

２．会計上の見積りに関する注記
（ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価）

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
当連結会計年度末の連結貸借対照表において計上したソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の金額は
以下のとおりです。

なお、当連結会計年度においては、減損の兆候がないことから、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘
定に係る減損損失は認識しておりません。

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　金額の算出方法

当社グループは、管理会計上の区分を最小の単位とし、グルーピングを行っており、減損の兆候が
ある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシ
ュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、営業活
動から生じる将来キャッシュ・フローを一定の割引率で割り引いて算定しております。

②　主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは取締役会により承認された事業計画を基礎としており、
事業計画は各サービス又は各プロダクトのユーザー数、クライアント数、販売単価及び営業費用等
の予測に基づいて作成しております。また、各サービス又は各プロダクトに関連する市場の需要見
通し等を踏まえ、必要に応じて事業計画に対して一定のストレスを考慮しております。

③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や
市場環境の変化により、その見積額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計
年度以降の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

（のれん及び顧客関連資産の評価）
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度末の連結貸借対照表において計上したのれん及び顧客関連資産の金額は以下のとおり
です。

なお、当連結会計年度においては、減損の兆候がないことから、のれん及び顧客関連資産に係る減損
損失は認識しておりません。
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当座貸越極度額の総額 40,000千円
借入実行残高 －千円

計 40,000千円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　金額の算出方法

取得原価は受け入れた資産及び引き受けた負債のうち、みなし取得日時点で識別可能なものに対し
て時価を基礎として配分し、取得原価と取得原価の配分額との差額をのれんとして計上しておりま
す。また、株式会社アイヴィジョンについては、既存顧客との継続的な取引関係により生み出すこ
とが期待される超過収益力の現在価値を顧客関連資産として認識しております。これらは、いずれ
もその効果の発現する期間にわたって、定額法により規則的に償却を行い、減損の兆候があると認
められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減
損損失の認識の要否を判定することとしております。また、株式取得時に見込んだ超過収益力の毀
損の有無を検討するために、取得時の事業計画と取得後の実績及び将来の事業計画の比較分析等に
よる減損の兆候判定も行っております。

②　主要な仮定
のれん及び顧客関連資産の算定の基礎となる事業計画に含まれる将来の売上高成長率及び営業利益
率、顧客関係に係る将来キャッシュ・フローにおける既存顧客減少率及び顧客関連資産から発生す
る将来キャッシュ・フローの不確実性を考慮した割引率を主要な仮定としております。なお、将来
の事業計画は取締役会が承認した事業計画をもとに作成しております。

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や
市場環境の変化により、その見積額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計
年度以降の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 50,359千円
⑵　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この契
約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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普通株式 5,809,600株

普通株式 119株

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年３月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 34,856千円 ６円 2024年12月31日 2025年３月26日

普通株式 1,012,900株

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

該当事項はありません。
②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

⑷　当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数に関する事項

なお、上記のほか、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の目的となる普通株式539,900株があり
ます。

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金等安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については
事業提携先からの転換社債型新株予約権付社債等によっております。なお、デリバティブ取引は行って
おりません。

②　金融商品の内容及びそのリスク
現金及び預金は、海外で事業を展開していることから、一部外貨建て預金を保有しているため、為替の
変動リスクに晒されております。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金は、各社オフィス等の賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
転換社債型新株予約権付社債の使途は、主として株式取得等を目的とした資金調達であります。
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③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の債務不履行等に係るリスク）の管理

当社は与信管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財
務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、当社グループの主要サー
ビスである「SaaSサービス」では、主に自社及び他社のライセンスを提供しておりますが、事業の
性格上、多くの契約先において、初回入金時に契約期間分を一括して売掛金及び契約負債として受領
しており、リスクの低減を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、一部外貨建ての預金及び営業債務を有しておりますが、取引規模が小さく残高も少
額なため、ヘッジ取引等は行っておりません。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、適時に資金計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性の維持等により流動
性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

①　敷金 25,668 24,213 △1,454
　　資産計 25,668 24,213 △1,454
②　転換社債型新株予約権付社債 500,000 500,000 －
　　負債計 500,000 500,000 －

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

敷金 － 1,749 23,918 －

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

転換社債型新株予約権付社債 － 500,000 － －
合計 － 500,000 － －

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（単位：千円）

(※１)　現金及び預金、売掛金、買掛金及び未払法人税等については、現金であること及び短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、連結貸借対照
表計上額の重要性が乏しい科目についても、記載を省略しております。

(※２)　連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記
載を省略しております。連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体
への出資の連結貸借対照表計上額は、21,525千円であります。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

２．金銭債務の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）
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区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
①　敷金 － 24,213 － 24,213

資産計 － 24,213 － 24,213
②　転換社債型新株予約権付社債 － 500,000 － 500,000

負債計 － 500,000 － 500,000

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
①　敷金

時価については、償還予定時期を見積り、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率
で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

②　転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債の時価については、元利金の合計額（利率ゼロ）を同様の社債発行
を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分
類しております。
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当連結会計年度
SaaSサービス 1,392,967
ソリューションサービス 26,140
ITオフショア開発サービス 24,346
顧客との契約から生じる収益 1,443,455
外部顧客への売上高 1,443,455

当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 49,899 51,104
契約負債 524,138 613,025

６．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ⑶会計方針に関する事項 ④　
収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

①　契約負債等の残高
（単位：千円）

契約負債は主に、SaaSサービスにおいて顧客から受領した前受収益であり、翌連結会計年度以降に充足
する履行義務に対応するもので、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、524,138
千円であります。また、当連結会計年度において契約負債が88,886千円増加した主な理由は、SaaSサ
ービスにおいて翌期以降に認識する収益に関する前受収益が増加したことによるものであります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上
の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。また、顧客と
の契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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⑴　１株当たりの純資産額 280円16銭
⑵　１株当たりの当期純利益 43円76銭

７．１株当たり情報に関する注記

８．重要な後発事象に関する注記
（新株予約権（有償ストックオプション）の付与）
　当社は、2025年２月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定
に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、第９回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発
行することを決議いたしました。

１．新株予約権の発行目的
当社グループの中長期的な企業価値の向上を目指すことで、当社取締役及び執行役員の意欲や士気をよ

り一層向上させ、また、持続的な収益の拡大及び利益の確保に対するコミットメントをより一層強めるこ
とを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。

２．新株予約権の発行要領
⑴　新株予約権の割当対象者及び数

当社の取締役及び執行役員　４名　1,390個
⑵　発行価額

１個につき　152円
⑶　新株予約権の割当日

2025年３月25日
⑷　払込期日

2025年４月30日

３．新株予約権の内容
⑴　新株予約権の目的である株式の種類及び数

普通株式139,000株（新株予約権１個につき100株）
⑵　行使価額

１株当たり　876円
⑶　発行総額

121,764千円
⑷　行使期間

2025年３月25日から2030年３月24日まで
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⑸　増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑹　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

４．行使条件
本新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）は、下記に定める(1)から(4)の条件を

達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑴　新株予約権者は、以下のいずれかの要件が達成されることを条件として、以下に定める割合の範囲

でのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、「調整後EBITA」とは、基準と
なる以下の①又は③の事業年度における連結営業利益に、(i)のれんの償却費（PPA：Purchase 
Price Allocationによる取得原価配分後の各種償却費を含む。）、(ii)株式報酬費用、及び(iii) 一過
性のM&A関連費用（仲介費及びDD費用）を加算したものを意味する。なお、参照すべき項目の概
念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

①2025年12月期の調整後EBITAが500百万円以上を達成した場合：本新株予約権数の３分の１（１
個未満の端数は切り捨てる。）

②2027年12月期の営業利益が700百万円以上を達成した場合：本新株予約権数の３分の１（１個未
満の端数は切り上げる。）

③2027年12月期の調整後EBITAが1,000百万円以上を達成した場合、かつ、2027年12月期の定時
株主総会の開催日までの期間において、一度でも金融商品取引所における当社普通株式の普通取引
終値が2,000円（但し、株式分割、株式併合その他これに類する手続が行われた場合には適切に調
整される。）以上となった場合（但し、市場環境が悪化していると取締役会が判断した場合、その
他当社の取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りでない。）：本新株予約権数の３分の１（１
個未満の端数は切り上げる。）

⑵　新株予約権者は、(1)の各条件が達成されるまでの期間において、継続して当社又は当社関係会社の
取締役、監査役又は執行役員であることを要する。

⑶　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑷　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使はできない。
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(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本 準 備 金 そ の 他

資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 392,469 323,319 30,000 353,319 500,602 500,602 △169 1,246,222

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 4,414 4,414 4,414 8,829

当 期 純 利 益 232,876 232,876 232,876

自己株式の取得 △8 △8

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 4,414 4,414 － 4,414 232,876 232,876 △8 241,697

当 期 末 残 高 396,884 327,734 30,000 357,734 733,479 733,479 △178 1,487,920

評価・換算差額等
新 株 予 約 権 純 資 産

合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 54 54 6,919 1,253,196

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 8,829

当 期 純 利 益 232,876

自己株式の取得 △8

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 247 247 247

当 期 変 動 額 合 計 247 247 － 241,944

当 期 末 残 高 302 302 6,919 1,495,141

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社株式 　　移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．その他有価証券

　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品
取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組
合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 15年
工具、器具及び備品 ４～10年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（３年）に基づいております。

⑶　引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上することとしております。
なお、当事業年度においては金額的に重要性がないため、貸倒引当金を
計上しておりません。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負
担すべき額を計上しております。
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⑷　収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ．SaaSサービス
SaaSサービスでは、当社及び他社のライセンスサービスを提供しております。一定の期間にわたり充
足される履行義務であり、顧客がサービス提供期間にわたって便益を享受するため、当該期間にわたっ
て履行義務が充足されたと判断し、期間に応じて一定額の収益を認識しております。

ロ．ソリューションサービス及びITオフショア開発サービス
ソリューションサービス及びITオフショア開発サービスは、主にライセンスサービスに関する導入支援
等を中心とした「ソリューションサービス」と、ベトナムを拠点に受託開発及びラボ型のシステム開発
等を行っている「ITオフショア開発サービス」から構成されており、これらサービスの提供を履行義務
として識別しております。当社では、当該サービスの作業開始日から顧客が検収を完了するまでの期間
がごく短期の契約がほとんどであることから、検収完了日の一時点で履行義務が充足されたと判断し、
収益を認識しております。ただし、当該期間がごく短期ではない契約については、履行義務を充足する
につれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。

⑸　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　繰延資産の処理方法
イ．社債発行費　　　　　　　社債償還までの期間である５年間にわたり均等償却しております。
ロ．新株予約権発行費　　　　３年間にわたり均等償却しております。
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ソフトウエア 55,654千円
ソフトウエア仮勘定 30,682千円

関係会社株式 563,800千円

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 19,843千円

①　短期金銭債権 1,186千円
②　短期金銭債務 6,979千円

２．会計上の見積りに関する注記
⑴　ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記（ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価）」の内
容と同一であります。

⑵　関係会社株式の評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．金額の算出方法

関係会社株式は市場価格のない株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当
該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、将来の事業計画等を
もとに一定期間経過後に回復可能性があると十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の
減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として処理を行います。なお、将来の事業計画等をもとに
一定期間経過後に回復可能性があると判断していることから、関係会社株式の評価損を計上しており
ません。

ロ．主要な仮定
関係会社株式の評価における主要な仮定は、回復可能性を判断した将来の事業計画における売上高及
び営業利益であります。なお、将来の事業計画は取締役会により承認した事業計画をもとに作成して
おり、各サービス又は各プロダクトのユーザー数、クライアント数、販売単価及び営業費用等の予測
に基づいております。

ハ．翌会計年度の計算書類に与える影響
関係会社株式の評価にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、そ
の見積額の前提とした条件や仮定の変更、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる事象が生じた
場合には、翌事業年度以降の計算書類に影響を与える可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記

⑵　関係会社に対する金銭債権・債務（区分掲記したものを除く）は次のとおりであります。
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当座貸越極度額の総額 40,000千円
借入実行残高 －千円

計 40,000千円

⑶　当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この契
約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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関係会社との取引高
営業取引による取引高

仕入高 77,613千円
販売費及び一般管理費 973千円

営業取引以外の取引高 3,900千円

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式 119株

繰延税金資産
賞与引当金 91千円
未払事業税 4,179千円
減価償却超過額 15,165千円
研究開発費 6,956千円
資産除去債務 2,692千円
その他 3,587千円

繰延税金資産合計 32,674千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △1,369千円
その他有価証券評価差額金 △133千円

繰延税金負債合計 △1,503千円
繰延税金資産の純額 31,171千円

４．損益計算書に関する注記

５．株主資本等変動計算書に関する注記

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係 取 引 内 容 取引金額

(千　円) 科 目 期末残高
(千　円)

子会社 RAKUMO COMPANY LIMITED 所有
直接100％

役員の兼任
業務委託

開発業務委
託（注）１ 77,613 買 掛 金 6,979

子会社 株式会社gamba 所有
直接100％

役員の兼任
業務受託

管理業務受
託（注）１ 3,000 流 動 資 産

そ の 他 275

資金の貸付
（注）２ 50,000 関 係 会 社

短期貸付金 50,000

利息の受取
（注）２ 900 流 動 資 産

そ の 他 453

⑴　１株当たりの純資産額 256円17銭
⑵　１株当たりの当期純利益 40円28銭

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．業務委託及び業務受託の取引条件は、業務内容を勘案して、両社協議の上で決定しております。
（注）２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 6．収益認識に関する注
記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
（新株予約権（有償ストックオプション）の付与）

連結注記表の「連結注記表 ８．重要な後発事象に関する注記（新株予約権（有償ストックオプション）の
付与）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯 田 　 博 士
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 田 　 真 也

2025年２月19日
ｒａｋｕｍｏ株式会社
　取締役会　御中

和泉監査法人
　東京都新宿区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ｒａｋｕｍｏ株式会社の2024年１月１日から2024年12月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｒａ
ｋｕｍｏ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯 田 　 博 士
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 田 　 真 也

2025年２月19日
ｒａｋｕｍｏ株式会社
　取締役会　御中

和泉監査法人
　東京都新宿区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ｒａｋｕｍｏ株式会社の2024年１月１日から
2024年12月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第21期事業年度における取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び会
計監査人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人和泉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人和泉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年２月21日
ｒａｋｕｍｏ株式会社　監査役会
常勤社外監査役 秦　　　美佐子 ㊞
社 外 監 査 役 野 口 誉 成 ㊞
社 外 監 査 役 中 野 玲 也 ㊞
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